
○天草市障害者地域生活支援事業実施要綱 

平成２３年３月３１日 

告示第６３号 

改正 平成２５年２月１３日告示第１９号 

平成２７年６月１１日告示第１０２号 

平成２７年１２月２２日告示第１５３号 

平成２８年３月１６日告示第２３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項及び第３項の規定に基づき本市

が実施する地域生活支援事業のうち、移動支援事業、日中一時支援事業及び生活サポート事

業（以下「事業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２５告示１９・一部改正） 

（事業の内容等） 

第２条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、利用者、事業の内容及び利用料の決定を

除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。 

（移動支援事業） 

第３条 移動支援事業の内容は、次に掲げるとおりとし、原則として、１日を超えない範囲の

利用に限るものとする。 

（１） 個別支援 社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等社会参加のための外出の支

援を個別的に行うもの 

（２） グループ支援 社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等社会参加のための外出

の支援を複数の障害者に対し同時に行うもの 

（３） 通所及び通学支援 施設等への通所又は学校への通学のための外出の支援を行うも

の 

２ 移動支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、外出時に支援が必要

であると市長が認めるものとする。 

（１） 本市に住所を有する者（法第１９条第３項並びに法附則第４条及び第１８条の規定

により本市以外の市町村が支給決定を行うべき者を除く。）又は市外に住所を有する者で

あって、法第１９条第３項並びに法附則第４条及び第１８条の規定により本市が支給決定



を行うべき者 

（２） 次に掲げるいずれかに該当する者 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身

体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の１級又は２級の交付を受けている

者で次に掲げるもの 

（ア） 外出時において車いすを常用している者 

（イ） 視覚障害者 

イ 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳（以下「療育手帳」という。）

の交付を受けている者又は同程度の障害を有する者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。）の交付を受けている者 

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

（日中一時支援事業） 

第４条 日中一時支援事業の内容は、対象者に対する活動の場の提供、見守り、社会に適応す

るための日常的な訓練その他市長が認める支援を行うものとする。 

２ 日中一時支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 前条第２項第１号に掲げる者 

（２） 次に掲げるいずれかに該当する者 

ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であっ

て障害程度区分（法第４条第４項に規定する障害程度区分をいう。）が１以上に相当す

るもの 

イ 次に掲げるいずれかに該当する者であって障害児に係る厚生労働大臣が定める区分

（平成１８年厚生労働省告示第５７２号）が１以上であるもの 

（ア） 小学校、中学校又は高等学校等の通常学級に在籍する者のうち身体障害、知的

障害又は精神障害を有するもの 

（イ） 特別支援学校又は特別支援学級に在籍する者 

第５条 削除 

（平２７告示１０２） 

（利用の申請） 



第６条 事業を利用しようとする者は、天草市移動支援事業利用申請書（様式第１号）又は天

草市日中一時支援事業利用申請書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

（平２７告示１０２・一部改正） 

（利用の決定） 

第７条 市長は、前条の申請書を受けたときは、審査の上、利用の可否を決定し、天草市移動

支援事業利用決定（却下）通知書（様式第４号）又は天草市日中一時支援事業利用決定（却

下）通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（平２７告示１０２・一部改正） 

（変更届出） 

第８条 前条の利用決定通知書の交付を受けた者は、利用決定期間内において、氏名、住所等

に変更を生じたときは、速やかにその利用決定通知書を添えて、申請内容変更届出書（様式

第７号）を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、利用決定通知書を修正

し、届出者に通知するものとする。 

（他のサービス等の制限） 

第９条 日中一時支援事業の利用者は、当該事業を利用している時間は、訪問介護その他の障

害福祉サービスを利用することができないものとする。 

（利用時間及び費用の負担） 

第10条 事業の利用時間又は利用回数の上限及び基準額等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 利用者は、事業の利用料として、別表に定める区分により算定した額を負担するものとす

る。この場合において、算定した負担額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合の利用者負担の額

は、当該各号に定める額を上限とする。 

（１） 市民税非課税世帯 無料 

（２） 市民税所得割１６万円未満の世帯 月額９，３００円 

（３） １８歳未満の者であって市民税所得割２８万円未満の世帯 月額４，６００円 

（不当利得の返還） 

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、利用決定を取り

消すとともに、その助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。 

（雑則） 



第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２３年３月３１日から施行する。 

（天草市障害児タイムケア事業実施要綱の廃止） 

２ 天草市障害児タイムケア事業実施要綱（平成１８年天草市告示第６６号）は、廃止する。 

附 則（平成２５年告示第１９号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第１０２号） 

この告示は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第１５３号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第２３号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第１０条関係） 

（平２７告示１０２・一部改正） 

１ 移動支援事業及び生活サポート事業 

事業名 利用時間又は

利用回数の上

限 

基準額等 利用者負

担額 

移

動

支

援

事

業 

個

別

支

援 

社会生活

上必要不

可欠な外

出 

１月当たり１

０時間 

１時間当たり １，９７０

円 

身体介護加算 初回加算 ３パーセ

ントに相

当する額 

身体介護を実施

した場合は、１

日に２時間まで

の範囲内で、１

時間当たり１，

０００円を加算

する。 

初回利用

者は、利用

開始日か

ら起算し

て３０日

までの期

間につい



余暇活動

等社会参

加のため

の外出 

１月当たり２

０時間 

１時間当たり １，３００

円 

身体介護を実施

した場合は、１

日に２時間まで

の範囲内で、１

時間当たり７０

０円を加算す

る。 

ては、当該

期間にお

ける利用

回数に５

００円を

乗じて得

た額を加

算する。 

８パーセ

ントに相

当する額 

グ

ル

ー

プ

支

援 

社会生活

上必要不

可欠な外

出 

１月当たり１

０時間 

支援者１人に

対しての人数 

利用者１人

当たりの単

位（１時間当

たり） 

身体介護を実施

した場合は、１

日に２時間まで

の範囲内で、１

時間当たり６０

０円を加算す

る。 

３パーセ

ントに相

当する額 

２人 １，１００円 

３人 ９００円 

４人 ８００円 

５人又は６人 ７００円 

余暇活動

等社会参

加のため

の外出 

１月当たり２

０時間 

支援者１人に

対しての人数 

利用者１人

当たりの単

位（１時間当

たり） 

身体介護を実施

した場合は、１

日に２時間まで

の範囲内で、１

時間当たり４０

０円を加算す

る。 

８パーセ

ントに相

当する額 

２人 ８００円 

３人 ７００円 

４人 ６００円 

５人又は６人 ５００円 

通所又は通

学支援 

１月当たり４

６回（１日２

回まで） 

車両移送 ２５km未満 ５４０円 １０パー

セントに

相当する

額 

２５km以上 ８００円 

車両以外 １，０００円 

（備考） 

１ 基準額等について、利用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、その端数が３０分



以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てるものとする。 

２ 移動支援事業の通所又は通学支援に係る車両移送について、自家輸送の場合は、その

距離にかかわらず基準額を５４０円とする。 

２ 日中一時支援事業 

対象者区分 １日当たり６時間以下 １日当たり６時間超 利用者負担額 

１８歳未満 区分１ １，８００円 ３，１００円 １０パーセント

に相当する額 区分２ ２，２００円 ３，８００円 

区分３ ２，８００円 ４，８００円 

１８歳以上 区分１ １，８００円 ３，１００円 

区分２ １，８００円 ３，１００円 

区分３ ２，１００円 ３，６００円 

区分４ ２，３００円 ３，９００円 

区分５ ２，８００円 ４，８００円 

区分６ ３，３００円 ５，６００円 

送迎加算（片道） ５４０円 

 


